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宜野湾市墓地等の経営の許可等に関する条例の制定について

条例の施行により変更・追加される事項

○個人墓地は公営墓地が利用でき
ない等、やむを得ない事情があり、
自己又は親族のために設置しようと
する場合に限り許可されるものです。
○墓地の設置（経営）には、市長の
許可を受ける必要があります。無許
可で墓地を設置した場合は法律に
よる懲役や罰金が処される可能性
があるほか、市条例に基づく氏名等
の公表がなされる場合があります。
法律・条例の遵守をお願いします。
※次の場所では、個人墓地の設置は
　できなくなります。
①土地区画整理事業地区
②急傾斜地崩壊危険区域内　
※詳しくはホームページをご覧になるか
　下記までお問い合わせください。

　宜野湾市の実情に沿った適切な墓地行政を推進するため、「宜野湾市墓地等の
経営の許可等に関する条例」が制定されました。
　本条例は墓地経営の許可基準及び手続き、その他必要な事項を定めており、
平成26年4月1日からの施行となります。

①事前協議
②標識の設置
③隣接住民等（墓地に隣接する土地の所有者など）との協議
④周辺住民等（墓地区域から100ｍ以内にある建物等の所
　有者など）との協議

①個人墓地の面積制限（概ね20㎡以下）
②個人墓地禁止区域の指定
③工事完了届出・検査
④地位承継の届出（祭祀を継承した場合）
⑤経営者の遵守事項
⑥立入調査
⑦勧告・公表

個人墓地について

環境情報

問合せ：環境対策課　☎８９３－４４１１　内線４５１

個人墓地禁止区域内の墓地街区・
画地の詳細については、環境対策
課まで問い合わせください。
◆平成26年4月1日以降の申請分
　からの適用です。

※但し、区画整理事業区内で墓地
　の位置づけをされている街区・
　画地は除く。

個人墓地禁止区域

個人墓地禁止区域図（平成26年4月1日より適用）
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急傾斜地崩壊危険区域（真志喜1丁目）

急傾斜地崩壊危険区域（嘉数4丁目）

許可申請前に追加される手続き事項 その他変更・追加される主な事項


